
山口地方法務局
トップページの
「業務のご案
内」をクリック

「供託事務について」をクリック

オンライン申請手順①

②

③

「供託」
をクリッ
ク
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この画面で下にスクロール

④

⑤

オンライン申請システムへ
のリンク（→手順⑥へ）
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「かんたん登記・供託申
請」をクリック

⑥

はじめに申請者情報
を登録します。

下にスクロール

「利用前の準備」をクリック

⑦

⑧
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下にスクロール

「申請者情報の登録」をクリック

⑨

利用規約を確認の上、問題がなけれ
ば「利用規約に同意する」にチェッ
クを入れ、「進む（申請者情報入
力）」をクリック

⑩

⑪

必須事項であるID、
パスワード、氏名等
を入力し次の画面に
進む
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入力内容を確認の上、問題がなけれ
ば「進む（本人確認）」をクリック

⑫

⑬

登録したメールアドレス宛てに送付された
認証情報を入力し「登録」をクリック

⑭

これで申請者情報の
登録が完了しました。
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⑮

トップページに戻り「か
んたん登記・供託申請」
をクリック

下にスクロール

⑯

⑰

「利用場面選択へ」
をクリック
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⑱

下にスクロール

⑲

「給与債権執行の金銭
供託申請」の「この手
続を選択」をクリック

⑳

「法人（会社等）で
す。」をクリック
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㉓

㉑

「法人（会社等）自らが申請を
行います。」をクリック

㉒

内容を確認の上、誤り
がなければ「進む（事
前準備）」をクリック

内容を確認の上、誤りがな
ければ「進む（申請情報入
力）」をクリック
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㉔

㉕

㉖

先ほど作成した申請者
IDとパスワードを入力
の上、「ログイン」を
クリック

①「供託所を選択する」をクリック、②
「山口県」を選ぶ、③「山口地方法務
局」を選ぶ、④「選択」をクリック

①

②

③

④

法人所在地と法人名を
入力

代表者の資格と氏名
を入力

会社法人等番号
を入力
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㉗ 通常は「登記事項証明書を提示しない又は
提示を省略する。」を選択してください。

被供託者欄は空欄と
してください。

穴埋め式の文章が表
示されますので、必
要事項を順次入力し
ます。

事案に応じて差押え
の内容を順次入力し
ます。

複数の差押えがあればここ
をクリックして順次必要事
項を入力します。

㉘

㉙
事案に応じて法令条項・
供託金額を入力します。

供託書正本の受取方法を
選択します。
送付希望の場合は切手を
貼付した封筒を別途法務
局に郵送します。
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氏名を全角カナで入力し、
「進む（申請内容確認）」
をクリック

㉚

㉛

入力内容に誤りがないか
確認します。

㉜

入力内容に誤りがないこと
を確認の上、「進む（送
信）」をクリックして申請
情報を送信します。
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申請情報送信後はここから処理状況の確認や供託金の納
付を行います。「かんたん登記供託・申請」トップペー
ジからも確認できます。到達後は法務局で審査が行われ、
問題がなければ審査終了後「受理決定通知書」が送信さ
れるので、審査終了までしばらくお待ちください。

法務局からの「受理決定通
知書」を受領後、供託金の
納付を行います。「納付」
ボタンをクリック

㉝

㉞
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－システム操作に関するお問合せ－
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
お問合せ時間 ８：３０～１９：００（土日祝日除く）

０５０－３７８６－５７９７
上記が使用できない場合は

０５０－３８２２－２８１１ 又は ０５０－３８２２－２８１２
※ 供託の申請内容については、申請先の法務局にお問合せください。

㉟

－送付・問合せ先－
〒 ７５３－８５７７
山口市中河原町６番１６号 山口地方法務局供託課
℡ ０８３－９２２－２２９５
（音声案内４→２ 案内の途中でも選択できます。）

電子納付には、①かんたん登記・供託申請の
「電子納付」ボタンをクリックしてアクセス
する方法、②各金融機関のインターネットバ
ンキングに直接アクセスして納付する方法、
③ATM（山口県内の場合はゆうちょ銀行）で
ペイジーを利用した納付方法の３つがありま
すので、実情に応じて選択の上、納付願いま
す。

以上でインターネット上での手続は完了です。申請の際に選択した供託書正本の
受取方法に基づき、供託書正本を受領願います。なお、窓口又は郵送のどちらの
場合であっても受取には申請番号が必要です。
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